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(57)【要約】
【課題】設置コストを低減でき、且つ、省エネ効果を高
めることが可能な空調システムを提供すること。
【解決手段】空調システム１は、空調対象空間１０の空
調を行う空調システムであって、空調機３０と、当該空
調システム１の外部又は空調対象空間１０の内部に位置
する熱源から放出された熱を蓄積する蓄熱空間２０とを
備え、空調機３０は、当該空調システム１の外部から取
り入れた第１気体を空調対象空間１０に給気する給気室
５０と、蓄熱空間２０から取り入れた第２気体であり当
該蓄熱空間２０に蓄積された熱によって加熱された第２
気体を当該空調システム１の外部に排気する排気室６０
と、第１気体の温度を調整する冷却加熱部５２と、給気
室５０及び排気室６０にわたって設けられた除湿部７０
であって、第１気体を除湿すると共に、第２気体に当該
除湿部７０が晒されることにより当該除湿部７０が再生
可能な除湿部７０とを備えた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空調対象空間の空調を行う空調システムであって、
　空調機と、
　前記空調対象空間と連通する蓄熱空間であって、当該空調システムの外部又は前記空調
対象空間の内部に位置する熱源から放出された熱を蓄積する蓄熱空間と、を備え、
　前記空調機は、
　当該空調システムの外部から取り入れた第１気体を前記空調対象空間に給気する給気空
間と、
　前記蓄熱空間から取り入れた第２気体であり当該蓄熱空間に蓄積された熱によって加熱
された第２気体を当該空調システムの外部に排気する排気空間と、
　前記第１気体の温度を調整するための温度調整手段と、
　前記給気空間及び前記排気空間にわたって設けられた除湿手段であって、前記第１気体
を除湿すると共に、前記第２気体に当該除湿手段が晒されることにより当該除湿手段が再
生可能な除湿手段と、を備えた、
　空調システム。
【請求項２】
　前記温度調整手段は、前記給気空間及び前記排気空間にわたって設けられた熱交換手段
であって、前記第１気体及び前記第２気体に対して冷却又は加熱を行う熱交換手段を含み
、
　前記熱交換手段によって熱交換された前記第１気体を前記除湿手段によって除湿するこ
とが可能であり、且つ前記除湿手段を再生させた前記第２気体に対して前記熱交換手段に
よって熱交換することが可能な位置に、当該熱交換手段を配置した、
　請求項１に記載の空調システム。
【請求項３】
　前記蓄熱空間は、複数階を有する建物の内部空間のうち少なくとも２つ以上の階の内部
空間を連通することにより形成された吹き抜け空間を含む、
　請求項１又は２に記載の空調システム。
【請求項４】
　前記吹き抜け空間の上方に蓄積された熱によって加熱された前記第２気体により前記除
湿手段を再生させることが可能となるように、当該吹き抜け空間の上方部分と前記排気空
間とを相互に連通させた、
　請求項３に記載の空調システム。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空調システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空調の対象となる空間（以下、「空調対象空間」と称する）の除湿を行うデシカ
ント空調システムが提案されている。特に、近年では、デシカント空調システムにおいて
は、除湿冷却プロセスと同時に加熱再生プロセスを伴うところ、再生側の加熱にエネルギ
ーをいかに有効利用して省エネ効果を高められるかが求められており、このことに伴って
システムの構成も多様化している。例えば、特許文献１のデシカント空調システムは、概
略的には、空調対象空間の除湿を行う除湿ロータを有するデシカント空調機と、建物の屋
外に設けられたソーラーウォールユニットとを備えており、冷房時において、外気又は還
気をデシカント空調機の冷房用通路を介して除湿ロータに供給して除湿して空調対象空間
に供給すると共に、除湿ロータを再生（乾燥）させるために、ソーラーウォールユニット
で昇温した外気をデシカント空調機の再生兼暖房用通路を介して除湿ロータに供給する。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２６２３６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来のシステムにおいては、除湿ロータの再生に用いる上記外気を
除湿ロータに供給するために、ソーラーウォールユニットの如き再生熱源を設ける必要が
あるので、例えば、デシカント空調機を多数設置したことに伴って、再生熱源を多数設置
した場合には、当該システムの設置コストが増大してしまうおそれがあることから、設置
コストを低減する観点から改善の余地があった。
【０００５】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、設置コストを低減でき、且つ、省エネ
効果を高めることが可能な空調システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、請求項１に記載の空調システムは、空
調対象空間の空調を行う空調システムであって、空調機と、前記空調対象空間と連通する
蓄熱空間であって、当該空調システムの外部又は前記空調対象空間の内部に位置する熱源
から放出された熱を蓄積する蓄熱空間と、を備え、前記空調機は、当該空調システムの外
部から取り入れた第１気体を前記空調対象空間に給気する給気空間と、前記蓄熱空間から
取り入れた第２気体であり当該蓄熱空間に蓄積された熱によって加熱された第２気体を当
該空調システムの外部に排気する排気空間と、前記第１気体の温度を調整するための温度
調整手段と、前記給気空間及び前記排気空間にわたって設けられた除湿手段であって、前
記第１気体を除湿すると共に、前記第２気体に当該除湿手段が晒されることにより当該除
湿手段が再生可能な除湿手段と、を備えた。
【０００７】
　請求項２に記載の空調システムは、請求項１に記載の空調システムにおいて、前記温度
調整手段は、前記給気空間及び前記排気空間にわたって設けられた熱交換手段であって、
前記第１気体及び前記第２気体に対して冷却又は加熱を行う熱交換手段を含み、前記熱交
換手段によって熱交換された前記第１気体を前記除湿手段によって除湿することが可能で
あり、且つ前記除湿手段を再生させた前記第２気体に対して前記熱交換手段によって熱交
換することが可能な位置に、当該熱交換手段を配置した。
【０００８】
　請求項３に記載の空調システムは、請求項１又は２に記載の空調システムにおいて、前
記蓄熱空間は、複数階を有する建物の内部空間のうち少なくとも２つ以上の階の内部空間
を連通することにより形成された吹き抜け空間を含む。
【０００９】
　請求項４に記載の空調システムは、請求項３に記載の空調システムにおいて、前記吹き
抜け空間の上方に蓄積された熱によって加熱された前記第２気体により前記除湿手段を再
生させることが可能となるように、当該吹き抜け空間の上方部分と前記排気空間とを相互
に連通させた。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１に記載の空調システムによれば、空調機は、給気空間及び排気空間にわたって
設けられた除湿手段であって、空調システムの外部から取り入れた第１気体を除湿すると
共に、蓄熱空間から取り入れた第２気体に当該除湿手段が晒されることにより当該除湿手
段が再生可能な除湿手段と、を備えているので、蓄熱空間に蓄積された熱によって加熱さ
れた第２気体を利用して除湿手段を再生することができ、除湿手段を再生するための特殊
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な再生熱源を別途設ける必要がないため、空調システムの設置コスト及びランニングコス
トを低減すること（すなわち、省エネ効果を高めること）が可能となる。
【００１１】
　請求項２に記載の空調システムによれば、温度調整手段は、給気空間及び排気空間にわ
たって設けられた熱交換手段を含み、熱交換手段によって熱交換された第１気体を除湿手
段によって除湿することが可能であり、且つ除湿手段を再生させた第２気体に対して熱交
換手段によって熱交換することが可能な位置に、当該熱交換手段を配置したので、空調機
３０が熱交換部１１０を備えたことで、空調対象空間を冷房する場合において、なお一層
、省エネ化を図りながら除湿手段を再生することが可能となる。特に、熱交換手段を上記
設置位置に設けたことで、省エネ化及び除湿手段の再生を効率良く行うことが可能となる
。
【００１２】
　請求項３に記載の空調システムによれば、蓄熱空間は、複数階を有する建物の内部空間
のうち少なくとも２つ以上の階の内部空間を連通することにより形成された吹き抜け空間
を含むので、吹き抜け空間に蓄積された熱によって加熱された第２気体を利用して除湿手
段を再生することができ、専用の蓄熱空間を設ける場合に比べて、空調システムの設置コ
ストを一層低減することが可能となる。
【００１３】
　請求項４に記載の空調システムによれば、吹き抜け空間の上方に蓄積された熱によって
加熱された第２気体により除湿手段を再生させることが可能となるように、当該吹き抜け
空間の上方部分と排気空間とを相互に連通させたので、吹き抜け空間の下方部分と排気空
間とを相互に連通させた場合に比べて、高温の第２気体に除湿手段を晒すことができ、除
湿手段を効果的に再生することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施の形態１に係る空調システムを示す概要図であって、冷房処理の通常運転モ
ード時の空調システムを示す概要図である。
【図２】図１の領域Ａの拡大図である。
【図３】冷房処理における外気冷房運転モード時又はナイトパージ運転モード時の空調シ
ステムを示す概要図である。
【図４】暖房処理時の空調システムを示す概要図である。
【図５】実施の形態２に係る空調システムを示す概要図であって、冷房処理の通常運転モ
ード時の空調システムを示す概要図である。
【図６】冷房処理における外気冷房運転モード時又はナイトパージ運転モード時の空調シ
ステムを示す概要図である。
【図７】暖房処理時の空調システムを示す概要図である。
【図８】空調機Ａに関する乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果を示す空気線図
である。
【図９】空調機Ｂに関する乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果を示す空気線図
である。
【図１０】空調機Ｃに関する乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果を示す空気線
図である。
【図１１】空調機Ｄに関する乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果を示す空気線
図である。
【図１２】空調機Ａから空調機Ｄの年間推定消費電力量のシミュレーション結果を示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照して、この発明に係る空調システムの実施の形態を詳細に説明す
る。まず、〔Ｉ〕実施の形態の基本的概念を説明した後、〔ＩＩ〕実施の形態の具体的内
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容について説明し、最後に、〔ＩＩＩ〕実施の形態に対する変形例について説明する。た
だし、実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
【００１６】
〔Ｉ〕実施の形態の基本的概念
　まず、実施の形態の基本的概念について説明する。実施の形態は、概略的に、建物の内
部に設けられた空調対象空間の空調を行う空調システムに関する。ここで、「建物」とは
、その具体的な構造や種類は任意であるが、例えば、オフィスビル、商業施設、公共施設
、及びアパートやマンションの如き集合住宅等を含む概念であるが、実施の形態では、複
数階を有するオフィスビルとして説明する。また、「空調対象空間」とは、空調システム
が空調を行う対象となる空間であり、例えば、建物の部屋及び廊下等が該当する。この空
調対象空間では、実施の形態では、空調システムの空調制御によって、空調システムの外
部から取り入れた気体を当該空調対象空間に給気したり、当該空調対象空間に存在する気
体を蓄熱空間を介して空調システムの外部に排気したりすることにより、空調対象空間に
存在する気体を循環させる。ここで、この空調対象空間で循環される気体の種類について
は任意であるが、実施の形態では空気として説明するが、これに限られず、例えば、空気
以外の気体であってもよい。また、「蓄熱空間」とは、空調対象空間と連通する空間であ
って、空調システムの外部又は空調対象空間の内部に位置する所定の熱源から放出された
熱を蓄積する空間であり、例えば、建物の内部空間のうち、少なくとも２つ以上の階の内
部空間を連通することにより形成された吹き抜け空間等が該当する。また、「熱源」とは
、蓄熱空間に対して熱を供給する供給源（温熱源）であり、例えば、太陽光や空調対象空
間の内部に設置された電気機器（一例として、事務機器等）等を含む概念である。なお、
実施の形態では、空調システムの外部から気体を空調対象空間に給気して、空調対象空間
に存在する空気を蓄熱空間を介して空調システムの外部に排気することになるが、この場
合において、特定の地点を基準として風上側の地点を「上流」、風下側の地点を「下流」
と必要に応じて称して説明する。
【００１７】
〔ＩＩ〕実施の形態の具体的内容
　次に、実施の形態の具体的内容について説明する。
【００１８】
〔実施の形態１〕
　まず、実施の形態１に係る空調システムについて説明する。この実施の形態１は、後述
する空調機が除湿部を備えた形態である。
【００１９】
（構成）
　最初に、実施の形態１に係る空調システム、及び当該空調システムが適用される建物の
構成について説明する。図１は、実施の形態１に係る空調システムを示す概要図であって
、後述する冷房処理の通常運転モード時の空調システムを示す概要図である。図２は、図
１の領域Ａの拡大図である。また、以下の説明では、図１のＸ方向を空調システムの左右
方向（－Ｘ方向を空調システムの左方向（又は建物の北側）、＋Ｘ方向を空調システムの
右方向（又は建物の南側））、図１のＹ方向を空調システムの上下方向（＋Ｙ方向を空調
システムの上方向、－Ｙ方向を空調システムの下方向）、図１のＸ方向及び図１のＹ方向
に直交する方向を前後方向（図１の紙面の手前側に至る方向を空調システムの前方向、図
１の紙面の奥側に至る方向を空調システムの後方向）と称する。
【００２０】
　ここで、空調システム１及び建物２の構成については、具体的には、後述する建物２の
空調対象空間１０が１つ以上設けられ、この１つ以上の空調対象空間１０に対して、後述
する建物２の蓄熱空間２０及び後述する空調システム１の空調機３０の各々が１つ以上設
けられる。以下、実施の形態１では、複数の空調対象空間１０に対して、蓄熱空間２０及
び空調機３０の各々が１つずつ設けられているものとして説明する。ただし、これに限ら
れず、例えば、複数の空調対象空間１０に対して、蓄熱空間２０及び空調機３０の各々が
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複数設けられたり、１つの空調対象空間１０に対して、蓄熱空間２０及び空調機３０の各
々が複数設けられたり、あるいは、１つの空調対象空間１０に対して、蓄熱空間２０及び
空調機３０が１つずつ設けられてもよい。
【００２１】
　また、空調対象空間１０、蓄熱空間２０、及び空調システム１の接続形態については、
以下に示す通りに設定されている。具体的には、空調機３０（具体的には、後述する給気
室５０）は、第１給気ダクトＳＤ１及び第２給気ダクトＳＤ２を介して建物２の各階にお
ける空調対象空間１０と接続されていると共に、外部給気ダクトＳＤ１０を介して空調シ
ステム１の外部と接続されている。また、この空調機３０（具体的には、後述する排気室
６０）は、第１排気ダクトＥＤ１及び第２排気ダクトＥＤ２を介して蓄熱空間２０と接続
され、第３排気ダクトＥＤ３及び第２排気ダクトＥＤ２を介して空調対象空間１０と接続
され、そしてさらに、外部排気ダクトＥＤ１０（図１では一部図示省略）を介して空調シ
ステム１の外部と接続されている。また、後述する空調システム１の外気冷房強化ファン
８０は、第３給気ダクトＳＤ３及び第２給気ダクトＳＤ２を介して建物２の各階における
空調対象空間１０と接続されている。また、空調対象空間１０は、第４排気ダクトＥＤ４
を介して空調対象空間１０の外部（空調システム１の外部）と接続されている。ここで、
上述した各種ダクトの構成については、実施の形態１では、第１給気ダクトＳＤ１及び第
３給気ダクトＳＤ３の各々が第２給気ダクトＳＤ２と連結されている。また、第１排気ダ
クトＥＤ１及び第３排気ダクトＥＤ３の各々が第２排気ダクトＥＤ２と連結されている。
また、外部給気ダクトＳＤ１０は、連結ダクトＣＤを介して外部排気ダクトＥＤ１０と連
結されている。また、外部給気ダクトＳＤ１０、連結ダクトＣＤ、外部排気ダクトＥＤ１
０、第１排気ダクトＥＤ１、及び第３排気ダクトＥＤ３の各々には、各ダクトの風量を調
節するためのダンパＤ１～Ｄ５（例えば、公知のモータダンパ、公知の風量調整ダンパ等
）が取り付けられている。また、第２給気ダクトＳＤ２には、第２給気ダクトＳＤ２の風
量を調整するためＶＡＶ（Ｖａｒｉａｂｌｅ Ａｉｒ Ｖｏｌｕｍｅ）ユニット及びＣＡＶ
（Ｃｏｎｓｔａｎｔ Ａｉｒ Ｖｏｌｕｍｅ）ユニットが取り付けられている（いずれも図
示省略）。また、第２給気ダクトＳＤ２、第２排気ダクトＥＤ２、及び第３排気ダクトＥ
Ｄ３の各々には、空調対象空間１０を循環する気体の温度、湿度、及びＣＯ２濃度を計測
するための内部温度センサ、内部湿度センサ、及びＣＯ２センサが設けられている（いず
れも図示省略）。また、ダンパＤ１～Ｄ３の各々には、空調システム１の外部に存在する
気体の温度及び湿度をそれぞれ計測するための外部温度センサ及び外部湿度センサが設け
られている（いずれも図示省略）。そしてさらに、後述する空調システム１の制御装置は
、空調機３０、外気冷房強化ファン８０、各種のダンパ、ＶＡＶユニット、ＣＡＶユニッ
ト、各種のセンサ、及び後述する採光窓２１と有線又は無線で電気的に接続されている。
このような接続形態により、制御装置の制御により、各種のセンサによって計測された計
測結果に基づいて、空調機３０又は外気冷房強化ファン８０によって後述する第１気体又
は第３気体を空調対象空間１０に給気させたり、後述する第２気体を空調システム１の外
部に排気させることができる。なお、各種のダンパ及び各種のセンサの設置位置について
は、上述した設置位置に限られず、例えば、空調システム１の制御方式に応じて設置位置
を異ならせてもよい。
【００２２】
（構成－建物）
　次に、建物２の構成について説明する。図１に示すように、建物２には、空調対象空間
１０及び蓄熱空間２０が設けられている。
【００２３】
（構成－建物－空調対象空間）
　空調対象空間１０は、実施の形態１では、建物２の内部空間のうち各階の部屋や廊下に
対応する空間としている。図１に示すように、空調対象空間１０には、第１導通口、第２
導通口、及び第３導通口が設けられている（いずれも図示省略）。第１導通口は、第２給
気ダクトＳＤ２を空調対象空間１０に導通させるための開口であり、第２導通口は、第３
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排気ダクトＥＤ３を空調対象空間１０に導通させるための開口であり、第３導通口は、第
４排気ダクトＥＤ４を空調対象空間１０に導通させるための開口である。これら第１導通
口、第２導通口、及び第３導通口は、空調対象空間１０の壁面、天井面、又は床面等に形
成されている。
【００２４】
（構成－建物－蓄熱空間）
　蓄熱空間２０は、実施の形態１では、建物２の内部空間のうち吹き抜け空間としている
。図１に示すように、蓄熱空間２０は空調対象空間１０と隣接して配置されており、この
蓄熱空間２０には連通口及び第４導通口が設けられている（いずれも図示省略）。連通口
は、空調対象空間１０と蓄熱空間２０とを連通するための開口であり、蓄熱空間２０にお
ける空調対象空間１０側の壁面等に形成されている。第４導通口は、第１排気ダクトＥＤ
１を蓄熱空間２０に導通させるための開口である。この第４導通口の形成位置については
任意であるが、実施の形態１では、蓄熱空間２０の上方部分（例えば、蓄熱空間２０の壁
面の上端部又はその近傍部分、あるいは、蓄熱空間２０の天井面等）に形成している。こ
れにより、蓄熱空間２０の上方部分と後述する空調機３０の排気室６０とを相互に連通さ
せることができるため、蓄熱空間２０の下方部分と排気室６０とを相互に連通させた場合
に比べて、高温の後述する第２気体に後述する空調機３０の除湿部７０を晒すことができ
、除湿部７０を効果的に再生することが可能となる。
【００２５】
　また、この蓄熱空間２０の具体的な構成については任意であるが、例えば、太陽光ＳＬ
からの熱を蓄熱空間２０に効果的に蓄積できるように構成されていることが好ましく、実
施の形態１では、図２に示すように、採光窓２１、ライトシェルフ２２、及び採光フィル
ム２３が設けられている。採光窓２１は、蓄熱空間２０に太陽光ＳＬを取り入れるための
窓であり、例えば公知の開閉式のハイサイドライトとして構成されており、蓄熱空間２０
の壁面の上端部及びその近傍部分に設置されている。ライトシェルフ２２は、太陽光ＳＬ
を当該ライトシェルフ２２に反射させることにより、当該反射した光を採光窓２１に取り
入れるための板材であり、例えば、鏡面仕上げされたステンレス製の公知のライトシェル
フ２２を用いて構成されており、蓄熱空間２０の外部において採光窓２１の近傍に設置さ
れている。採光フィルム２３は、採光窓２１に取り入れられる太陽光ＳＬの向きを変える
ためのフィルムであり、例えば、採光窓２１の上方から下方に向けて入射した太陽光ＳＬ
を蓄熱空間２０の上方に向けて出射することが可能な公知の採光フィルムを用いて構成さ
れており、採光窓２１（例えば、太陽光ＳＬが蓄熱空間２０に直接的に届きやすい南側の
採光窓２１等）の少なくとも一部を覆うように取り付けられている。このような構成によ
り、太陽光ＳＬが蓄熱空間２０に直接的に届くことを抑制しながら、太陽光ＳＬからの熱
を蓄熱空間２０に効果的に蓄積することが可能となる。
【００２６】
（構成－空調システム）
　次に、空調システム１の構成について説明する。図１に示すように、空調システム１は
、概略的に、上述した蓄熱空間２０、空調機３０、外気冷房強化ファン８０、及び制御装
置（図示省略）を備えて構成されている。
【００２７】
（構成－空調システム－空調機）
　まず、空調機３０の構成について説明する。空調機３０は、空調対象空間１０の空調を
行うための装置であり、建物２の屋上に設置されており、図１に示すように、筐体４０、
給気室５０、排気室６０、及び除湿部７０を備えて構成されている。
【００２８】
（構成－空調システム－空調機－筐体）
　筐体４０は、空調機３０の基本構造体であり、給気室５０、排気室６０、及び除湿部７
０を収容するための収容手段である。この筐体４０は、鋼材等にて形成された長尺な中空
円筒状体（又は箱状体）にて形成されており、筐体４０の長軸方向が左右方向に略沿うよ
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うに配置され、建物２の屋上の床面に対して固定具等によって固定されている。また、図
１に示すように、筐体４０には、隔離壁４１が設けられている。隔離壁４１は、給気室５
０と排気室６０とを隔離するための壁である。この隔離壁４１は、略長方形状の板状体に
形成されており、隔離壁４１の側面が水平方向に略沿うように配置され、筐体４０に対し
て溶接等により固定されている。
【００２９】
（構成－空調システム－空調機－給気室）
　給気室５０は、空調システム１の外部から取り入れた気体（以下、「第１気体」と称す
る）を空調対象空間１０に給気する給気空間である。図１に示すように、この給気室５０
は、筐体４０の内部において、隔離壁４１よりも上下方向の一方側（図１では、下方側）
に配置されており、第１給気ダクトＳＤ１及び第２給気ダクトＳＤ２を介して空調対象空
間１０と連通されている。また、この給気室５０には、第５導通口及び第６導通口が設け
られている（いずれも図示省略）。第５導通口は、第１給気ダクトＳＤ１を筐体４０に導
通させるための開口であり、給気室５０における下流側の壁面（図１では、給気室５０の
左側壁面）に形成されている。第６導通口は、外部給気ダクトＳＤ１０を筐体４０に導通
させるための開口であり、給気室５０における上流側の壁面（図１では、給気室５０の右
側壁面）に形成されている。
【００３０】
　また、給気室５０の具体的な構成については任意であるが、例えば、空調対象空間１０
の空調状態に応じた第１気体を空調対象空間１０に給気することができるように構成され
ていることが好ましく、実施の形態１では、図１に示すように、給気フィルタ５１、冷却
加熱部５２、給気ファン５３、及び加湿部５４が設けられている。給気フィルタ５１は、
第１気体を清浄するためのフィルタであり、例えば公知の空調用のフィルタ等を用いて構
成されており、給気室５０の内部における上流側（一例として、第６導通口の近傍位置等
）に設置されている。冷却加熱部５２は、第１気体の温度を調整するための温度調整手段
であって、第１気体を冷却又は加熱するための冷却加熱手段である。この冷却加熱部５２
は、例えば公知の冷却兼加熱コイル等を用いて構成されており、給気室５０の内部におい
て給気フィルタ５１よりも下流側に設置されている。給気ファン５３は、第１気体を空調
対象空間１０に送るためのファンであり、例えば公知のファン等を用いて構成されており
、給気室５０の内部において冷却加熱部５２よりも下流側に設置されている。加湿部５４
は、第１気体を加湿するための加湿手段であり、例えば公知の加湿装置等を用いて構成さ
れており、給気ファン５３よりも下流側に設置されている。
【００３１】
（構成－空調システム－空調機－排気室）
　排気室６０は、蓄熱空間２０から取り入れた気体であり当該蓄熱空間２０に蓄積された
熱によって加熱された気体（以下、「第２気体」と称する。）を空調システム１の外部に
排気する排気空間である。図１に示すように、この排気室６０は、筐体４０の内部におい
て、隔離壁４１よりも上下方向の他方側（図１では、上方側）に配置されており、第１排
気ダクトＥＤ１及び第２排気ダクトＥＤ２を介して蓄熱空間２０と連通されていると共に
、第３排気ダクトＥＤ３及び第２排気ダクトＥＤ２を介して空調対象空間１０と連通され
ている。また、この排気室６０には、第７導通口及び第８導通口が設けられている（いず
れも図示省略）。第７導通口は、第２排気ダクトＥＤ２を筐体４０に導通させるための開
口であり、排気室６０における上流側の壁面（図１では、排気室６０の左側壁面）に形成
されている。第８導通口は、外部排気ダクトＥＤ１０を筐体４０に導通させるための開口
であり、排気室６０における下流側の壁面（図１では、排気室６０の右側壁面）に形成さ
れている。
【００３２】
　また、排気室６０の具体的な構成については任意であるが、例えば、第２気体を空調シ
ステム１の外部に効率良く排気することができるように構成されていることが好ましく、
実施の形態１では、図１に示すように、排気フィルタ６１及び排気ファン６２が設けられ
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ている。排気フィルタ６１は、第２気体を清浄するためのフィルタであり、例えば公知の
空調用のフィルタ等を用いて構成されており、排気室６０の内部における上流側（一例と
して、第７導通口の近傍位置等）に設置されている。排気ファン６２は、第２気体を空調
システム１の外部に送るためのファンであり、例えば公知のファン等を用いて構成されて
おり、排気室６０の内部において排気フィルタ６１よりも下流側に設置されている。また
、排気室６０は、給気室５０と必ずしも完全に分離されている必要はなく、例えば、隔離
壁４１に形成された図示しない連通口を介して給気室５０と連通していてもよい。これに
より、排気室６０によって取り入れられたレタン空気（具体的には、第２気体）と給気室
５０の第１気体とをミキシングしたものを空調対象空間１０に給気することができる。
【００３３】
（構成－空調システム－空調機－除湿部）
　除湿部７０は、第１気体を除湿するための除湿手段である。この除湿部７０は、例えば
デシカントロータ等の公知の回転型の除湿装置を用いて構成されており、略円柱状体とし
て形成され、当該除湿部７０の回転軸方向が左右方向に略沿うように配置されている。ま
た、この除湿部７０の設置方法については任意であるが、例えば、第２気体によって除湿
部７０を効果的に再生することが可能な位置に設置することが好ましい。実施の形態１で
は、図１に示すように、筐体４０の内部において、隔離壁４１における第１給気ダクトＳ
Ｄ１側（又は第２排気ダクトＥＤ２側）の部分（図１では、隔離壁４１の左端部の近傍部
分）に形成された貫通孔（図示省略）を介して給気室５０及び排気室６０にわたって設置
し、具体的には、給気ファン５３と加湿部５４との相互間であり、且つ排気フィルタ６１
と排気ファン６２との相互間に設置している。このような設置方法により、空調対象空間
１０を冷房する場合に、給気室５０において清浄され且つ温度調整された第１気体に除湿
部７０（具体的には、除湿部７０の給気室５０側の部分）を晒すと共に、排気室６０にお
いて清浄された第２気体に除湿部７０（具体的には、除湿部７０の排気室６０側の部分）
を晒すことにより、第１気体を除湿しながら、第２気体が有する熱によって除湿部７０を
再生（乾燥）することができる。また、特に、実施の形態１においては、上述したように
、除湿部７０が回転型の除湿装置で構成されているので、除湿部７０を所定の周期で回転
させることにより、除湿部７０の給気室５０側の部分と除湿部７０の排気室６０側の部分
を相互に入れ替えることができることから、除湿部７０が静止型の除湿装置である場合に
比べて、上記入れ替えに要する手間を低減することが可能となる。
【００３４】
（構成－空調システム－外気冷房強化ファン）
　次に、外気冷房強化ファン８０の構成について説明する。外気冷房強化ファン８０は、
後述する冷房処理の外気冷房運転時やナイトパージ運転時において、空調システム１の外
部の気体（以下、「第３気体」と称する）を空調対象空間１０に送るためのファンである
。この外気冷房強化ファン８０は、例えば公知のファン等を用いて構成されており、建物
２の屋上において、空調機３０の近傍に設置されている。
【００３５】
（構成－空調システム－制御装置）
　次に、制御装置の構成について説明する。制御装置は、空調システム１を制御するため
の装置であり、建物２の内部のうち所定の部屋（例えば管理室等）に設置されており、操
作部、通信部、制御部、及び記憶部を備えて構成されている（いずれも図示省略）。
【００３６】
　操作部は、各種の情報に関する操作入力を受け付けるための操作手段であり、例えば、
タッチパネル、リモートコントローラの如き遠隔操作手段、あるいはハードスイッチ等、
公知の操作手段を用いて構成されている。通信部は、空調機３０、外気冷房強化ファン８
０、各種のダンパ、ＶＡＶユニット、ＣＡＶユニット、各種のセンサ、及び採光窓２１の
各々との間で有線又は無線で通信するための通信手段である。制御部は、制御装置の各部
を制御する制御手段であり、具体的には、ＣＰＵ、当該ＣＰＵ上で解釈実行される各種の
プログラム（ＯＳなどの基本制御プログラムや、ＯＳ上で起動され特定機能を実現するア
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プリケーションプログラムを含む）、及びプログラムや各種のデータを格納するためのＲ
ＡＭの如き内部メモリを備えて構成されている。記憶部は、制御装置の動作に必要なプロ
グラム及び各種のデータを記録する記録手段であり、例えば、書き換え可能な記録媒体を
用いて構成され、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性記録媒体を用いることができる。
【００３７】
（空調処理）
　このように構成された空調システム１によって実行される空調処理について説明する。
この空調処理は、空調対象空間１０の空調を行うための処理であり、冷房処理と、暖房処
理とに大別される。以下、冷房処理及び暖房処理について説明する。
【００３８】
（空調処理－冷房処理）
　まず、冷房処理について説明する。図３は、冷房処理における後述する外気冷房運転モ
ード時又は後述するナイトパージ運転モード時の空調システム１を示す概要図である。冷
房処理は、空調対象空間１０を冷房で空調する処理である。この冷房処理においては、通
常運転モードと、外気冷房運転モードと、ナイトパージ運転モードとの３つの運転モード
を切り替えて空調対象空間１０の空調が行われる。このうち、通常運転モードは、冷却及
び除湿された第１気体を空調対象空間１０に給気する運転モードである。また、外気冷房
運転モードは、ナイトパージ運転モードを実行するタイミング以外のタイミングで、冷却
及び除湿されていない第１気体と、第３気体とを空調対象空間１０に給気する運転モード
である。また、ナイトパージ運転モードは、夜間の外気を建物２内に取り込んで循環させ
て、建物２そのものの温度を低下させる運転（いわゆる、ナイトパージ運転）を行う運転
モードであって、冷却及び除湿されていない第１気体と、第３気体とを空調対象空間１０
に給気する運転モードである。このような冷房処理を実行するタイミングは任意であるが
、実施の形態１では、空調機３０、外気冷房強化ファン８０、各種のダンパ、ＶＡＶユニ
ット、ＣＡＶユニット、各種のセンサ、採光窓２１、及び制御装置の電源が投入された後
に、管理者等が制御部の操作部を介して所定操作を行うことにより起動されるものとして
説明する（なお、ここでは、ダンパＤ４、Ｄ５の開閉状態は、全開させた状態として説明
する）。
【００３９】
　冷却処理が起動されると、制御装置の制御部は、運転モードの設定を行う。この運転モ
ードの設定方法については任意であるが、実施の形態１では、以下に示すように設定する
。具体的には、内部温度センサ、内部湿度センサ、外部温度センサ、及び外部湿度センサ
の計測結果に基づいて、空調システム１の外部に存在する気体の比エンタルピと、空調対
象空間１０の内部に存在する気体の比エンタルピとを算出する。そして、空調システム１
の外部に存在する気体の比エンタルピが空調対象空間１０の内部に存在する気体の比エン
タルピと同一又は高い場合には、運転モードを通常運転モードに設定する。一方、空調シ
ステム１の外部に存在する気体の比エンタルピが空調対象空間１０の内部に存在する気体
の比エンタルピよりも低い場合において、管理者等によって操作部を介して所定操作が受
け付けられること等により、ナイトパージ運転モードの設定指示が受け付けられた場合に
は、運転モードをナイトパージ運転モードに設定し、上記ナイトパージ運転モードの設定
指示が受け付けられていない場合には、外気冷房運転モードに設定する。
【００４０】
　ここで、通常運転モードが設定された場合には、制御装置の制御部は、空調機３０の稼
動状態＝給気ファン５３、冷却加熱部５２、除湿部７０、及び排気ファン６２を稼動させ
て、加湿部５４を稼動させない状態、外気冷房強化ファン８０の稼動状態＝稼動させない
状態、ダンパＤ１、Ｄ３の開閉状態＝全開させた状態、ダンパＤ２の開閉状態＝全閉させ
た状態、ＶＡＶユニットの風量制御＝比例制御、ＣＡＶユニットの稼動状態＝稼動させた
状態又は稼動させない状態、及び、採光窓２１の開閉状態＝全閉させた状態、となるよう
に各種の装置等を制御する。このうち、「ＶＡＶユニットの風量制御を比例制御にする」
とは、制御装置の制御部がＣＯ２センサの計測結果に応じてＶＡＶユニットの風量を調整



(11) JP 2017-172886 A 2017.9.28

10

20

30

40

50

する制御を行うことを意味し、実施の形態１では、第２排気ダクトＥＤ２に設けたＣＯ２

センサにおけるＣＯ２の計測量が高くなるに伴ってＶＡＶユニットの風量を上げるように
制御を行う。
【００４１】
　また、この通常運転モードに設定された場合における気体の流れは、以下に示す通りと
なる。具体的には、図１に示すように、まず、空調システム１の外部から外部給気ダクト
ＳＤ１０を介して給気室５０に取り入れられた気体（第１気体）は、給気フィルタ５１に
よって清浄された後、冷却加熱部５２によって冷却される。次いで、冷却された気体は、
除湿部７０（具体的には、除湿部７０の給気室５０側の部分）によって除湿された後、第
１給気ダクトＳＤ１及び第２給気ダクトＳＤ２を介して空調対象空間１０に給気される。
次に、空調対象空間１０に取り入れられた気体の一部は、蓄熱空間２０に移動した後、空
調システム１の外部又は空調対象空間１０の内部に位置する所定の熱源から放出された熱
によって加熱されて、第１排気ダクトＥＤ１及び第２排気ダクトＥＤ２を介して排気室６
０に取り入れられる。また、空調対象空間１０に取り入れられた気体の他の一部は、空調
対象空間１０の内部に位置する所定の熱源から放出された熱によって加熱された後、第３
排気ダクトＥＤ３及び第２排気ダクトＥＤ２を介して排気室６０に取り入れられたり、又
は、第４排気ダクトＥＤ４を介して空調システム１の外部に排気される。続いて、これら
排気室６０に取り入れられた気体（第２気体）は、排気フィルタ６１によって清浄された
後、除湿部７０（具体的には、除湿部７０の排気室６０側の部分）を通過する。この場合
において、除湿部７０の排気室６０側の部分が気体に晒されるので、当該気体が有する熱
によって除湿部７０の排気室６０側の部分が再生（乾燥）される（なお、除湿部７０を通
過した気体は、除湿部７０に含まれる水分によって冷却及び加湿される）。そして、除湿
部７０を通過した気体は、外部排気ダクトＥＤ１０を介して空調システム１の外部に排気
される。このような通常運転モードの制御によって、除湿部７０によって第１気体を除湿
できると共に、冷却加熱部５２によって第１気体を冷却できるので、除湿部７０を備えて
いない空調機に比べて、空調対象空間１０を冷房する場合に省エネ化を図ることが可能と
なる。また、蓄熱空間２０に蓄積された熱によって加熱された第２気体を利用して除湿部
７０を再生することができるので、除湿部７０を再生するための特殊な再生熱源を別途設
ける必要がないため、空調システム１の設置コスト及びランニングコストを低減すること
が可能となる。特に、実施の形態１では、蓄熱空間２０である吹き抜け空間に蓄積された
熱によって加熱された第２気体を利用して除湿部７０を再生することができるので、専用
の蓄熱空間２０を設ける場合に比べて、空調システム１の設置コストを一層低減すること
が可能となる。
【００４２】
　また、外気冷房運転モードが設定された場合には、制御装置の制御部は、空調機３０の
稼動状態＝給気ファン５３及び排気ファン６２を稼動させて、冷却加熱部５２、除湿部７
０、及び加湿部５４を稼動させない状態、外気冷房強化ファン８０の稼動状態＝稼動させ
た状態、ダンパＤ１、Ｄ３の開閉状態＝比例制御させた状態、ダンパＤ２の開閉状態＝比
例制御させた状態、ＶＡＶユニットの風量制御＝最大風量に制御、ＣＡＶユニットの稼動
状態＝稼動させた状態又は稼動させない状態、及び、採光窓２１の開閉状態＝全開させた
状態、となるように各種の装置等を制御する。ここで、「ダンパの開閉状態を比例制御さ
せた状態」とは、制御装置の制御部が外部温度センサの計測結果に応じてダンパの開閉状
態を調整する制御を行うことを意味し、実施の形態１では、外部給気ダクトＳＤ１０のダ
ンパＤ１に設置された外部温度センサにて計測された温度が高くなるに伴って、ダンパＤ
１、Ｄ３の開度を大きくするように制御を行ったり、連結ダクトＣＤのダンパＤ２に設置
された外部温度センサにて計測された温度が高くなるに伴って、ダンパＤ２の開度を小さ
くするように制御を行う。また、ダンパＤ２を比例制御させる理由としては、外気の温度
が設定温度よりも低すぎる場合に、外部給気ダクトＳＤ１０を流れる外気に外部排気ダク
トＥＤ１０を流れるレタン空気（第２気体）を加えることで第１気体の温度を上昇させて
、この第１気体を用いて外気冷房運転モードに対応する冷房処理を行うためである。また
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、「ＶＡＶユニットの風量制御を最大風量に制御」とは、制御装置の制御部がＶＡＶユニ
ットの風量を最大風量となるように制御を行うことを意味する。
【００４３】
　また、この外気冷房運転モードに設定された場合における気体の流れは、以下に示す通
りとなる。具体的には、図３に示すように、まず、空調システム１の外部から外部給気ダ
クトＳＤ１０を介して給気室５０に取り入れられた気体（第１気体）は、給気フィルタ５
１によって清浄された後、第１給気ダクトＳＤ１及び第２給気ダクトＳＤ２を介して空調
対象空間１０に給気される。また、外気冷房強化ファン８０によって送られた気体（第３
気体）は、第３給気ダクトＳＤ３及び第２給気ダクトＳＤ２を介して空調対象空間１０に
給気される。次に、これら空調対象空間１０に取り入れられた気体は、通常運転モードと
略同様に、蓄熱空間２０に移動した後、第１排気ダクトＥＤ１及び第２排気ダクトＥＤ２
を介して排気室６０に取り入れられたり、第３排気ダクトＥＤ３及び第２排気ダクトＥＤ
２を介して排気室６０に取り入れられたり、又は、第４排気ダクトＥＤ４を介して空調シ
ステム１の外部に排気されることに加えて、採光窓２１に対応する開口部（図示省略）を
介して蓄積空間２０の外部（空調システム１の外部）に排気される。そして、これら排気
室６０に取り入れられた気体（第２気体）は、排気フィルタ６１によって清浄された後、
外部排気ダクトＥＤ１０を介して空調システム１の外部に排気される。このような外気冷
房運転モードの制御によって、空調対象空間１０に存在する気体よりも比エンタルピが低
い空調システム１の外部の気体を利用して空調対象空間１０を冷却することができ、通常
運転モードに比べて省エネ化を図ることができる。
【００４４】
　また、ナイトパージ運転モードが設定された場合には、制御装置の制御部は、空調機３
０の稼動状態＝給気ファン５３及び排気ファン６２を稼動させて、冷却加熱部５２、除湿
部７０、及び加湿部５４を稼動させない状態、外気冷房強化ファン８０の稼動状態＝稼動
させた状態、ダンパＤ１、Ｄ３の開閉状態＝全開させた状態、ダンパＤ２の開閉状態＝全
閉させた状態、ＶＡＶユニットの風量制御＝最大風量に制御、ＣＡＶユニットの稼動状態
＝稼動させた状態、及び、採光窓２１の開閉状態＝全開させた状態、となるように各種の
装置等を制御する。また、このナイトパージ運転モードに設定された場合における気体の
流れは、図３に示すように、外気冷房運転モードと略同様の気体の流れとなる。このよう
なナイトパージ運転モードの制御によって、空調対象空間１０に存在する気体よりも比エ
ンタルピが低い空調システム１の外部の気体を利用して空調対象空間１０を冷却すること
ができ、通常運転モードに比べて省エネ化を図ることができる。
【００４５】
　なお、実施の形態１では、冷却処理が起動されたタイミングで、運転モードの設定が行
われると説明したが、これに限られず、例えば、所定のタイミングで運転モードの設定が
行われてもよい。これにより、外気の状態に応じた制御を行うことができるので、例えば
最初に設定された通常運転モードを継続させる場合に比べて省エネ化を図ることができる
。
【００４６】
（空調処理－暖房処理）
　次に、暖房処理について説明する。図４は、暖房処理時の空調システム１を示す概要図
である。暖房処理は、空調対象空間１０を暖房で空調する処理である。この暖房処理を実
行するタイミングは任意であるが、実施の形態１では、空調機３０、外気冷房強化ファン
８０、各種のダンパ、ＶＡＶユニット、ＣＡＶユニット、各種のセンサ、採光窓２１、及
び制御装置の電源が投入された後に、管理者等が制御部の操作部を介して所定操作を行う
ことにより起動されるものとして説明する（なお、ここでは、ダンパＤ４、Ｄ５の開閉状
態は、全開させた状態として説明する）。
【００４７】
　暖房処理が起動されると、制御装置の制御部は、空調機３０の稼動状態＝給気ファン５
３、冷却加熱部５２、加湿部５４、及び排気ファン６２を稼動させて、除湿部７０を稼動
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させない状態、外気冷房強化ファン８０の稼動状態＝稼動させない状態、ダンパＤ１、Ｄ
３の開閉状態＝全開させた状態、ダンパＤ２の開閉状態＝全閉させた状態、ＶＡＶユニッ
トの風量制御＝比例制御、ＣＡＶユニットの稼動状態＝稼動させた状態又は稼動させない
状態、及び、採光窓２１の開閉状態＝全閉させた状態、となるように各種の装置等を制御
する。
【００４８】
　また、この暖房処理における気体の流れは、以下に示す通りとなる。具体的には、図４
に示すように、まず、空調システム１の外部から外部給気ダクトＳＤ１０を介して給気室
５０に取り入れられた気体（第１気体）は、給気フィルタ５１によって清浄された後、冷
却加熱部５２によって加熱される。次いで、加熱された気体は、加湿部５４によって加湿
された後、第１給気ダクトＳＤ１及び第２給気ダクトＳＤ２を介して空調対象空間１０に
給気される。次に、空調対象空間１０に取り入れられた気体は、冷房処理の通常運転モー
ドと略同様に、蓄熱空間２０に移動した後、第１排気ダクトＥＤ１及び第２排気ダクトＥ
Ｄ２を介して排気室６０に取り入れられたり、第３排気ダクトＥＤ３及び第２排気ダクト
ＥＤ２を介して排気室６０に取り入れられたり、又は、第４排気ダクトＥＤ４を介して空
調システム１の外部に排気される。続いて、これら排気室６０に取り入れられた気体（第
２気体）は、排気フィルタ６１によって清浄された後、外部排気ダクトＥＤ１０を介して
空調システム１の外部に排気される。このような暖房処理の制御によって、加湿部５４に
よって第１気体を加湿できると共に、冷却加熱部５２によって第１気体を加熱できるので
、空調対象空間１０を暖房する場合に最適な第１気体を空調対象空間１０に供給すること
が可能となる。
【００４９】
（効果）
　このように実施の形態１によれば、空調機３０が、給気室５０及び排気室６０にわたっ
て設けられた除湿部７０であって、空調システム１の外部から取り入れた第１気体を除湿
すると共に、蓄熱空間２０から取り入れた第２気体に当該除湿部７０が晒されることによ
り当該除湿部７０が再生可能な除湿部７０と、を備えているので、蓄熱空間２０に蓄積さ
れた熱によって加熱された第２気体を利用して除湿部７０を再生することができ、除湿部
７０を再生するための特殊な再生熱源を別途設ける必要がないため、空調システム１の設
置コスト及びランニングコストを低減すること（すなわち、省エネ効果を高めること）が
可能となる。
【００５０】
　また、蓄熱空間２０は、複数階を有する建物２の内部空間のうち少なくとも２つ以上の
階の内部空間を連通することにより形成された吹き抜け空間を含むので、吹き抜け空間に
蓄積された熱によって加熱された第２気体を利用して除湿部７０を再生することができ、
専用の蓄熱空間２０を設ける場合に比べて、空調システム１の設置コストを一層低減する
ことが可能となる。
【００５１】
　また、吹き抜け空間の上方に蓄積された熱によって加熱された第２気体により除湿部７
０を再生させることが可能となるように、当該吹き抜け空間の上方部分と排気室６０とを
相互に連通させたので、吹き抜け空間の下方部分と排気室６０とを相互に連通させた場合
に比べて、高温の第２気体に除湿部７０を晒すことができ、除湿部７０を効果的に再生す
ることが可能となる。
【００５２】
〔実施の形態２〕
　次に、実施の形態２に係る空調システムについて説明する。この実施の形態２は、空調
機が除湿部及び後述する熱交換部を備えた形態である。ただし、この実施の形態２の構成
は、特記する場合を除いて、実施の形態１の構成と略同一であり、実施の形態１の構成と
略同一の構成についてはこの実施の形態１で用いたものと同一の符号及び／又は名称を必
要に応じて付して、その説明を省略する。
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【００５３】
（構成）
　最初に、実施の形態２に係る空調システムの構成を説明する。実施の形態２に係る空調
システム１００は、実施の形態１に係る空調システム１とほぼ同様に構成されている。た
だし、空調機３０の構成については、下記に示す工夫が施されている。
【００５４】
（構成－空調機の構成について）
　次に、空調機３０の構成について説明する。図５は、実施の形態２に係る空調システム
１００を示す概要図であって、冷房処理の通常運転モード時の空調システム１００を示す
概要図である。空調機３０は、図５に示すように、空調機３０は、筐体４０、給気室５０
、排気室６０、除湿部７０、及び熱交換部１１０を備えて構成されている。ここで、熱交
換部１１０は、第１気体の温度を調整するための温度調整手段であって、第１気体及び第
２気体に対して冷却又は加熱を行う熱交換手段である。この熱交換部１１０は、例えば、
回転型（又は静止型）の全熱交換器等の公知の熱交換手段を用いて構成されており、略円
柱状体にて形成され、当該熱交換部１１０の軸方向が左右方向に略沿うように配置されて
いる。また、この熱交換部１１０の設置方法については任意であるが、例えば、熱交換部
１１０によって熱交換（具体的には、全熱（温度及び湿度）の交換を行う全熱交換）され
た第１気体を除湿部７０によって除湿することが可能であり、且つ除湿部７０を再生させ
た第２気体に対して熱交換部１１０によって熱交換（具体的には、全熱交換）することが
可能な位置に設置することが好ましい。実施の形態２では、図５に示すように、筐体４０
の内部において、隔離壁４１における外部給気ダクトＳＤ１０側の部分（図１では、隔離
壁４１の右端部の近傍部分）に形成された貫通孔（図示省略）を介して給気室５０及び排
気室６０にわたって設置し、具体的には、給気フィルタ５１と冷却加熱部５２との相互間
であり、且つ除湿部７０と排気ファン６２との相互間に設置している。このような構成に
より、空調機３０が熱交換部１１０を備えたことで、空調対象空間１０を冷房する場合に
おいて、なお一層、省エネ化を図りながら除湿部７０を再生することが可能となる。特に
、熱交換部１１０を上記設置位置に設けたことで、省エネ化及び除湿部７０の再生を効率
良く行うことが可能となる。
【００５５】
（空調処理）
　このように構成された空調システム１００によって実行される空調処理について説明す
る。
【００５６】
（空調処理－冷房処理）
　まず、冷房処理について説明する。図６は、冷房処理における外気冷房運転モード時又
はナイトパージ運転モード時の空調システム１００を示す概要図である。冷却処理が起動
されると、実施の形態１に係る冷房処理と同様に、制御装置の制御部は、運転モードの設
定を行う。
【００５７】
　ここで、通常運転モードが設定された場合には、制御装置の制御部は、空調機３０の稼
動状態＝給気ファン５３、冷却加熱部５２、除湿部７０、排気ファン６２、及び熱交換部
１１０を稼動させて、加湿部５４を稼動させない状態、外気冷房強化ファン８０の稼動状
態＝稼動させない状態、ダンパＤ１、Ｄ３の開閉状態＝全開させた状態、ダンパＤ２の開
閉状態＝全閉させた状態、ＶＡＶユニットの風量制御＝比例制御、ＣＡＶユニットの稼動
状態＝稼動させた状態又は稼動させない状態、及び、採光窓２１の開閉状態＝全閉させた
状態、となるように各種の装置等を制御する。
【００５８】
　また、この通常運転モードに設定された場合における気体の流れは、以下に示す通りと
なる。具体的には、図５に示すように、まず、空調システム１００の外部から外部給気ダ
クトＳＤ１０を介して給気室５０に取り入れられた気体（第１気体）は、給気フィルタ５
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１によって清浄された後、熱交換部１１０によって排気室６０から排気される気体（第２
気体）と熱交換（全熱交換）されることで冷却及び除湿される。次いで、冷却及び除湿さ
れた気体は、除湿部７０（具体的には、除湿部７０の給気室５０側の部分）によってさら
に除湿された後、第１給気ダクトＳＤ１及び第２給気ダクトＳＤ２を介して空調対象空間
１０に給気される。次に、空調対象空間１０に取り入れられた気体は、実施の形態１に係
る通常運転モードと略同様に、蓄熱空間２０に移動した後、第１排気ダクトＥＤ１及び第
２排気ダクトＥＤ２を介して排気室６０に取り入れられたり、第３排気ダクトＥＤ３及び
第２排気ダクトＥＤ２を介して排気室６０に取り入れられたり、又は、第４排気ダクトＥ
Ｄ４を介して空調システム１００の外部に排気される。続いて、これら排気室６０に取り
入れられた気体（第２気体）は、排気フィルタ６１によって清浄された後、除湿部７０（
具体的には、除湿部７０の排気室６０側の部分）を通過することで、実施の形態１に係る
通常運転モードと略同様に、当該気体が有する熱によって除湿部７０の排気室６０側の部
分が再生（乾燥）される。そして、除湿部７０を通過した気体（具体的には、除湿部７０
に含まれる水分によって冷却及び加湿された気体）は、熱交換部１１０によって給気室５
０から給気される気体（第１気体）と熱交換（全熱交換）されることで加熱及び加湿され
た後、外部排気ダクトＥＤ１０を介して空調システム１００の外部に排気される。このよ
うな通常運転モードの制御によって、除湿部７０及び熱交換部１１０によって第１気体を
除湿できると共に、冷却加熱部５２及び熱交換部１１０によって第１気体を冷却できるの
で、実施の形態１に係る空調システム１００（特に、空調機３０）に比べて、空調対象空
間１０を冷房する場合に省エネ化を図ることができる。
【００５９】
　また、外気冷房運転モードが設定された場合には、制御装置の制御部は、空調機３０の
稼動状態＝給気ファン５３及び排気ファン６２を稼動させて、冷却加熱部５２、除湿部７
０、加湿部５４、及び熱交換部１１０を稼動させない状態、外気冷房強化ファン８０の稼
動状態＝稼動させた状態、ダンパＤ１、Ｄ３の開閉状態＝比例制御させた状態、ダンパＤ
２の開閉状態＝比例制御させた状態、ＶＡＶユニットの風量制御＝最大風量に制御、ＣＡ
Ｖユニットの稼動状態＝稼動させた状態又は稼動させない状態、及び、採光窓２１の開閉
状態＝全開させた状態、となるように各種の装置等を制御する。また、この外気冷房運転
モードに設定された場合における気体の流れは、図６に示すように、実施の形態１に係る
外気冷房運転モードと略同様の気体の流れとなる。
【００６０】
　また、ナイトパージ運転モードが設定された場合には、制御装置の制御部は、空調機３
０の稼動状態＝給気ファン５３及び排気ファン６２を稼動させて、冷却加熱部５２、除湿
部７０、加湿部５４、及び熱交換部１１０を稼動させない状態、外気冷房強化ファン８０
の稼動状態＝稼動させた状態、ダンパＤ１、Ｄ３の開閉状態＝全開させた状態、ダンパＤ
２の開閉状態＝全閉させた状態、ＶＡＶユニットの風量制御＝最大風量に制御、ＣＡＶユ
ニットの稼動状態＝稼動させた状態、及び、採光窓２１の開閉状態＝全開させた状態、と
なるように各種の装置等を制御する。また、このナイトパージ運転モードに設定された場
合における気体の流れは、図６に示すように、実施の形態１に係るナイトパージ運転モー
ドと略同様の気体の流れとなる。
【００６１】
（空調処理－暖房処理）
　次に、暖房処理について説明する。図７は、暖房処理時の空調システム１００を示す概
要図である。暖房処理が起動されると、制御装置の制御部は、空調機３０の稼動状態＝給
気ファン５３、冷却加熱部５２、加湿部５４、排気ファン６２、及び熱交換器を稼動させ
て、除湿部７０を稼動させない状態、外気冷房強化ファン８０の稼動状態＝稼動させない
状態、ダンパＤ１、Ｄ３の開閉状態＝全開させた状態、ダンパＤ２の開閉状態＝全閉させ
た状態、ＶＡＶユニットの風量制御＝比例制御、ＣＡＶユニットの稼動状態＝稼動させた
状態又は稼動させない状態、及び、採光窓２１の開閉状態＝全閉させた状態、となるよう
に各種の装置等を制御する。
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【００６２】
　また、この暖房処理における気体の流れは、以下に示す通りとなる。具体的には、図７
に示すように、まず、空調システム１００の外部から外部給気ダクトＳＤ１０を介して給
気室５０に取り入れられた気体（第１気体）は、給気フィルタ５１によって清浄された後
、熱交換部１１０によって排気室６０から排気される気体（第２気体）と熱交換（全熱交
換）されることで加熱及び加湿される。次いで、加熱及び加湿された気体は、加湿部５４
によってさらに加湿された後、第１給気ダクトＳＤ１及び第２給気ダクトＳＤ２を介して
空調対象空間１０に給気される。次に、空調対象空間１０に取り入れられた気体は、実施
の形態１に係る暖房処理と略同様に、蓄熱空間２０に移動した後、第１排気ダクトＥＤ１
及び第２排気ダクトＥＤ２を介して排気室６０に取り入れられたり、第３排気ダクトＥＤ
３及び第２排気ダクトＥＤ２を介して排気室６０に取り入れられたり、又は、第４排気ダ
クトＥＤ４を介して空調システム１００の外部に排気される。続いて、これら排気室６０
に取り入れられた気体（第２気体。具体的には、蓄熱空間２０の熱及び加湿部５４によっ
て加熱及び加湿された気体）は、排気フィルタ６１によって清浄された後、熱交換部１１
０によって給気室５０から給気される気体（第１気体）と熱交換（全熱交換）されること
で冷却及び除湿される。そして、冷却及び除湿された気体は、外部排気ダクトＥＤ１０を
介して空調システム１００の外部に排気される。このような暖房処理の制御によって、冷
却加熱部５２及び熱交換部１１０によって第１気体を加熱できると共に、加湿部５４及び
熱交換部１１０によって第１気体を加湿できるので、実施の形態１に係る空調システム１
００（特に、空調機３０）に比べて、空調対象空間１０を暖房する場合に省エネ化を図る
ことができる。
【００６３】
（シミュレーション結果）
　次に、空調機のシミュレーション結果について説明する。以下では、温度制御のみを行
う再熱コイル付の空調機（以下、「空調機Ａ」と称する）と、温度制御及び湿度制御を行
うデシカント空調機（以下、「空調機Ｂ」と称する）と、蓄熱空間２０の熱を利用しない
全熱交換器付のデシカント空調機（以下、「空調機Ｃ」と称する）と、実施の形態２に係
る空調機（以下、「空調機Ｄ」と称する）とを対象として、乾球温度及び相対湿度のシミ
ュレーションを行った結果、及び年間推定消費電力量のシミュレーションを行った結果に
ついてそれぞれ説明する。
【００６４】
（シミュレーション結果－乾球温度及び相対湿度）
　まず、乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果について説明する。図８は、空調
機Ａに関する乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果を示す空気線図である。図９
は、空調機Ｂに関する乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果を示す空気線図であ
る。図１０は、空調機Ｃに関する乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果を示す空
気線図である。図１１は、空調機Ｄに関する乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結
果を示す空気線図である。なお、図８から図１１に示すシミュレーション結果は一例に過
ぎず、例えば、空調機の運転時期や運転時間帯等によって変動する。
【００６５】
　これら図８から図１１に示すシミュレーション結果の詳細については、以下に示す通り
となる。具体的には、図８に示す空調機Ａの冷房処理については、外部給気ダクトＳＤ１
０の内部の地点（図８では、「外気」と称する。以下同様とする。）、給気室５０におけ
る冷却コイルよりも下流側の地点（図８では、「冷却コイル」と称する。以下同様とする
。）、給気室５０における再熱コイルよりも下流側の地点（図８では、「再熱コイル」と
称する。以下同様とする。）、及び空調対象空間１０の気体を排気室６０に取り入れるた
めのダクトに対応する地点（図８では、「還気」と称する。以下同様とする。）のシミュ
レーション結果がプロットされている（なお、上述したプロットに対応する地点の記載順
序にしたがって、空調機Ａにおいて気体が流れる。以下、同様とする。）。また、暖房処
理については、「外気」、給気室５０における加熱コイルよりも下流側の地点（図８では
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、「加熱コイル」と称する。以下同様とする。）、給気室５０における加湿器よりも下流
側の地点（図８では、「加湿」と称する。以下同様とする。）、及び「還気」のシミュレ
ーション結果がプロットされている。また、図９に示す空調機Ｂについては、「外気」、
「冷却コイル」、給気室５０におけるファンよりも下流側の地点（図９では、「ファン昇
温」と称する。以下同様とする。）、給気室５０における除湿部７０よりも下流側の地点
（図９では、「処理側デシカント」と称する。以下同様とする。）、「還気」、及び排気
室６０における除湿部７０よりも下流側の地点（図９では、「再生側デシカント」と称す
る。以下同様とする。）のシミュレーション結果がプロットされている。また、暖房処理
については、「外気」、「加熱コイル」、「加湿」、及び「還気」のシミュレーション結
果がプロットされている。また、図１０に示す空調機Ｃの冷房処理については、「外気」
、給気室５０における全熱交換器よりも下流側の地点（図１０では、「全熱交換器」と称
する。以下同様とする。）、「冷却コイル」、「ファン昇温」、「処理側デシカント」、
「還気」、及び「再生側デシカント」のシミュレーション結果がプロットされている。ま
た、暖房処理については、「外気」、「全熱交換器」、「加熱コイル」、「加湿」、及び
「還気」のシミュレーション結果がプロットされている。また、図１１に示す空調機Ｄの
冷房処理（具体的には、実施の形態２に係る通常運転モードに対応する処理）については
、「外気」、「全熱交換器」、「冷却コイル」、「ファン昇温」、「処理側デシカント」
、「還気」、蓄熱空間２０の気体を排気室６０に取り入れるためのダクトに対応する地点
（以下、図１１では、「ハイサイドライト」と称する。以下同様とする。）、排気室６０
における除湿部７０よりも上流側の地点（図１１では、「混気」と称する。以下同様とす
る。）、及び「再生側デシカント」のシミュレーション結果がプロットされている。また
、暖房処理については、「外気」、「全熱交換器」、「加熱コイル」、「加湿」、「還気
」、「ハイサイドライト」、及び「混気」のシミュレーション結果がプロットされている
。
【００６６】
　また、図８から図１１に示すシミュレーション結果を参照すると、空調機Ａから空調機
Ｄのトータルの温度・湿度調節エネルギーは、以下に示す通りに算定される。
【００６７】
　具体的には、空調機Ａのトータルの温度・湿度調節エネルギーについては、冷房処理に
おける冷却コイル能力及び再熱コイル能力、並びに暖房処理における加熱コイル能力を総
計することで算定できる。このうち、冷却コイル能力については、「外気」と「冷却コイ
ル」との比エンタルピの差に対して空気密度及び風量を積算することで算定できる（なお
、空調機Ｂの冷却コイル能力についても同様）。また、再熱コイル能力については、「冷
却コイル」と「再熱コイル」との乾球温度の差に対して空気密度及び風量を積算すること
で算定できる。また、加熱コイル能力については、「外気」と「加熱コイル」との乾球温
度の差に対して空気密度及び風量を積算することで算定できる（なお、空調機Ｂの加熱コ
イル能力についても同様）。したがって、図８に示すシミュレーション結果を参照すると
、空調機Ａの冷房処理における冷却コイル能力＝（（「外気」の比エンタルピ）－（「冷
却コイル」の比エンタルピ））×風量×空気密度／３６００＝（８６．９５－３７．７４
）×１５０００×１．２／３６００＝２４０．０６ｋＷとなる。また、空調機Ａの冷房処
理における再熱コイル能力＝（（「再熱コイル」の乾球温度）－（「冷却」の乾球温度）
）×風量×空気密度／３６００＝（２４．０－１３．９）×１５０００×１．２／３６０
０＝５０．５０ｋＷとなる。また、空調機Ａの暖房処理における加熱コイル能力＝（（「
加熱コイル」の乾球温度）－（「外気」の乾球温度））×風量×空気密度／３６００＝（
３３．４－（－０．３））×１５０００×１．２／３６００＝１６８．５０ｋＷとなる。
そして、空調機Ａのトータルの温度・湿度調節エネルギー＝２４０．０６＋５０．５０＋
１６８．５＝４６５．０５ｋＷとなる。
【００６８】
　また、空調機Ｂのトータルの温度・湿度調節エネルギーについては、冷房処理における
冷却コイル能力、暖房処理における加熱コイル能力、及び冷房処理における加温調整のエ
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ネルギーを総計することで算定できる。ここで、空調機Ｂのような蓄熱空間に蓄積された
熱を利用しないデシカント空調機において、冷房処理における加温調整のエネルギーを追
加する理由としては、以下に示す通りである。すなわち、今回のシミュレーションでは、
空調機が設定温度に近い温度の気体を吹き出すものをより高品質と位置付けている。この
ため、今回のシミュレーションのように、空調機Ｂの吹出温度（具体的には、２１．２℃
）が基準温度（ここでは、空調機Ｄの吹出温度（具体的には、２４℃））よりも低く設定
されている場合には、冷却及び除湿後に気体の温度を調整（加温調整）することになるの
で、この加温調整のエネルギーを追加する必要があるからである（なお、空調機Ｃのトー
タルの温度・湿度調節エネルギーについても同様とする）。したがって、図９に示すシミ
ュレーション結果を参照すると、空調機Ｂの冷房処理における冷却コイル能力＝（８６．
９５－４１．７３）×１５０００×１．２／３６００＝２２６．１０ｋＷとなる。また、
空調機Ｂの暖房処理における加熱コイル能力＝（３３．４－（－０．３））×１５０００
×１．２／３６００＝１６８．５ｋＷとなる。また、冷房処理における加温調整のエネル
ギー＝（（空調機Ｄの「処理側デシカント」の比エンタルピ）－（空調機Ｂの「処理側デ
シカント」の比エンタルピ））×風量×空気密度／３６００＝（４７．８９－４５．０６
）×１５０００×１．２／３６００＝１４．１５ｋＷとなる。そして、空調機Ｂのトータ
ルの温度・湿度調節エネルギー＝２２６．１０＋１６８．５０＋１４．１５＝４０８．７
５ｋＷとなる。
【００６９】
　また、空調機Ｃのトータルの温度・湿度調節エネルギーについては、冷房処理における
冷却コイル能力、暖房処理における加熱コイル能力、及び冷房処理における加温調整のエ
ネルギーを総計することで算定できる。このうち、冷却コイル能力については、「全熱交
換器」と「冷却コイル」との比エンタルピの差に対して空気密度及び風量を積算すること
で算定できる（なお、空調機Ｄの冷却コイル能力についても同様）。また、加熱コイル能
力については、「全熱交換器」と「加熱コイル」との乾球温度の差に対して空気密度及び
風量を積算することで算定できる（なお、空調機Ｄの加熱コイル能力についても同様）。
したがって、図１０に示すシミュレーション結果を参照すると、空調機Ｃの冷房処理にお
ける冷却コイル能力＝（（「全熱交換器」の比エンタルピ）－（「冷却コイル」の比エン
タルピ））×風量×空気密度／３６００＝（６８．０５－４１．７３）×１５０００×１
．２／３６００＝１３１．６０ｋＷとなる。また、空調機Ｃの暖房処理における加熱コイ
ル能力＝（（「加熱コイル」の乾球温度）－（「全熱交換器」の乾球温度））×風量×空
気密度／３６００＝（２７．６－１１．１）×１５０００×１．２／３６００＝８２．５
０ｋＷとなる。また、冷房処理における加温調整のエネルギー＝（４７．８９－４５．０
６）×１５０００×１．２／３６００＝１４．１５ｋＷとなる。そして、空調機Ｃのトー
タルの温度・湿度調節エネルギー＝１３１．６０＋８２．５０＋１４．１５＝２２８．２
５ｋＷとなる。
【００７０】
　また、空調機Ｄのトータルの温度・湿度調節エネルギーについては、冷房処理における
冷却コイル能力、及び暖房処理における加熱コイル能力を総計することで算定できる。し
たがって、図１１に示すシミュレーション結果を参照すると、空調機Ｄの冷房処理におけ
る冷却コイル能力＝（７０．３７－４４．２４）×１５０００×１．２／３６００＝１３
０．６５ｋＷとなる。また、空調機Ｄの暖房処理における加熱コイル能力＝（（「加熱コ
イル」の乾球温度）－（「全熱交換器」の乾球温度））×風量×空気密度／３６００＝（
２７．９－１２．６）×１５０００×１．２／３６００＝７６．５０ｋＷとなる。そして
、空調機Ｄのトータルの温度・湿度調節エネルギー＝１３０．６５＋７６．５０＝２０７
．１５ｋＷとなる。
【００７１】
　次に、空調機Ａに対する空調機Ｂから空調機Ｄの各々の省エネ率については、空調機Ｂ
から空調機Ｄの各々のトータルの温度・湿度調節エネルギーと空調機Ａのトータルの温度
・湿度調節エネルギーとの比率に基づいて算定できる。したがって、上記算定された空調
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機Ａから空調機Ｄのトータルの温度・湿度調節エネルギーを参照すると、空調機Ａに対す
る空調機Ｂの省エネ率＝（１－空調機Ｂのトータルの温度・湿度調節エネルギー／空調機
Ａのトータルの温度・湿度調節エネルギー）×１００＝（１－４０８．７５／４６５．０
５）×１００＝１２．１％となる。また、空調機Ａに対する空調機Ｃの省エネ率＝（１－
空調機Ｃのトータルの温度・湿度調節エネルギー／空調機Ａのトータルの温度・湿度調節
エネルギー）×１００＝（１－２２８．２５／４６５．０５）×１００＝５０．９％とな
る。また、空調機Ａに対する空調機Ｄの省エネ率＝（１－空調機Ｄのトータルの温度・湿
度調節エネルギー／空調機Ａのトータルの温度・湿度調節エネルギー）×１００＝（１－
２０７．１５／４６５．０５）×１００＝５５．４％となる。これらの算定結果より、空
調機Ａに対する空調機Ｄの省エネ率が他の空調機の省エネ率に比べて高くなることが確認
された。
【００７２】
（シミュレーション結果－年間推定消費電力量）
　次に、年間推定消費電力量のシミュレーション結果について説明する。図１２は、空調
機Ａから空調機Ｄに関する年間推定消費電力量のシミュレーション結果を示す図である。
空調機Ａから空調機Ｄに関する年間推定消費電力量については、冷房処理を所定期間行っ
た場合のコイル能力の累計（具体的には、６月から９月までの期間にわたって、毎日午前
８時間から午後８時まで冷房処理を行った場合のコイル能力の累計。図１２に示すグラフ
におけるハッチングされている部分。）と、暖房処理を所定期間行った場合のコイル能力
の累計（具体的には、１１月から４月までの期間にわたって、毎日午前８時間から午後８
時まで暖房処理を行った場合のコイル能力の累計。図１２に示すグラフにおけるハッチン
グされていない部分）とを総計することで算定できる。このうち、冷房処理のコイル能力
の累計については、６月から９月までの期間における午前８時、午後０時、午後４時、及
び午後８時の各々の乾球温度及び相対湿度のシミュレーション結果から各空調機のコイル
能力を算定し、当該算定したコイル能力と一日当りの運転時間との積分結果に基づいて算
定できる（なお、暖房処理のコイル能力の累計についても略同様とする）。そして、この
ような方法によって算定された年間推定消費電力量については、図１２に示すように、空
調機Ａの年間推定消費電力量＝冷房処理のコイル能力の累計＋暖房処理のコイル能力の累
計＝８２．６８＋７４．４７＝１５７．１５ＭＷｈ／年となり、空調機Ｂの年間推定消費
電力量＝５８．５１＋５７．２９＝１１５．８０ＭＷｈ／年となり、空調機Ｃの年間推定
消費電力量＝３９．７５＋２８．０５＝６７．８０ＭＷｈ／年となり、空調機Ｄの年間推
定消費電力量＝３９．１２＋２４．６７＝６３．７９ＭＷｈ／年となる。
【００７３】
　次に、空調機Ａに対する空調機Ｂから空調機Ｄの各々の年間省エネ率については、空調
機Ｂから空調機Ｄの各々の年間推定消費電力量と空調機Ａの年間推定消費電力量との比率
に基づいて算定できる。したがって、上記算定された空調機Ａから空調機Ｄの年間推定消
費電力量を参照すると、空調機Ａに対する空調機Ｂの年間省エネ率＝（１－空調機Ｂの年
間推定消費電力量／空調機Ａの年間推定消費電力量）×１００＝（１－１１５．８０／１
５７．１５）×１００＝２６．３％となる。また、空調機Ａに対する空調機Ｃの年間省エ
ネ率＝（１－空調機Ｃの年間推定消費電力量／空調機Ａの年間推定消費電力量）×１００
＝（１－６７．８０／１５７．１５）×１００＝５６．９％となる。また、空調機Ａに対
する空調機Ｄの年間省エネ率＝（１－空調機Ｄの年間推定消費電力量／空調機Ａの年間推
定消費電力量）×１００＝（１－６３．７９／１５７．１５）×１００＝５９．４％とな
る。これらの算定結果より、空調機Ａに対する空調機Ｄの年間省エネ率が他の空調機の年
間省エネ率に比べて高くなることが確認された。
【００７４】
　以上のように、図８から図１２に示す空調機のシミュレーション結果からすると、空調
機Ｄ（本発明に係る空調機３０）を採用することにより、他の空調機（従来の空調機）に
比べて省エネ効果が期待できると考えられる。
【００７５】
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（効果）
　このように実施の形態２によれば、温度調整手段は、給気室５０及び排気室６０にわた
って設けられた熱交換部１１０を含み、熱交換部１１０によって熱交換された第１気体を
除湿部７０によって除湿することが可能であり、且つ除湿部７０を再生させた第２気体に
対して熱交換部１１０によって熱交換することが可能な位置に、当該熱交換部１１０を配
置したので、空調機３０が熱交換部１１０を備えたことで、空調対象空間１０を冷房する
場合において、なお一層、省エネ化を図りながら除湿部７０を再生することが可能となる
。特に、熱交換部１１０を上記設置位置に設けたことで、省エネ化及び除湿部７０の再生
を効率良く行うことが可能となる。
【００７６】
〔ＩＩＩ〕実施の形態に対する変形例
　以上、本発明に係る実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は
、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良
することができる。以下、このような変形例について説明する。
【００７７】
（解決しようとする課題や発明の効果について）
　まず、発明が解決しようとする課題や発明の効果は、上述の内容に限定されるものでは
なく、発明の実施環境や構成の細部に応じて異なる可能性があり、上述した課題の一部の
みを解決したり、上述した効果の一部のみを奏することがある。
【００７８】
（寸法や材料について）
　発明の詳細な説明や図面で説明した空調システムの各部の寸法、形状、材料、比率等は
、あくまで例示であり、その他の任意の寸法、形状、材料、比率等とすることができる。
【００７９】
（蓄熱空間について）
　上記実施の形態１、２では、蓄熱空間２０は、吹き抜け空間であると説明したが、これ
に限られない。例えば、ダブルスキンやエアフローウインドウ等の公知の二重窓、単層階
の建物の内部空間（一例として、大型倉庫の内部空間）、あるいは、吹き抜け空間、二重
窓、又は単層階の建物の内部空間を複数組み合わせたものであってもよい。
【００８０】
　また、上記実施の形態１、２では、蓄熱空間２０に、採光窓２１、ライトシェルフ２２
、及び採光フィルム２３が設けられていると説明したが、これに限られない。例えば、空
調システムの設置コストを低減するために、採光窓２１、ライトシェルフ２２、及び採光
フィルム２３の少なくともいずれか１つを省略してもよい。あるいは、蓄熱空間２０の蓄
熱容量を高めるために、蓄熱空間２０の壁面や天井面等に蓄熱材（例えば、ＰＣＭ等の公
知の潜熱蓄熱材）を設けてもよい。また、上記実施の形態１、２では、採光窓２１がハイ
サイドライトであると説明したが、これに限られず、例えば、トップライトであってもよ
く、あるいは、ハイサイドライト及びトップライトを組み合わせたものであってもよい。
【００８１】
（空調機について）
　上記実施の形態１、２では、空調機３０は、給気フィルタ５１、給気ファン５３、加湿
部５４、排気フィルタ６１、又は排気ファン６２を備えていると説明したが、これに限ら
れず、例えば、空調機３０として機能を確保できる場合には、給気フィルタ５１、給気フ
ァン５３、加湿部５４、排気フィルタ６１、又は排気ファン６２の少なくとも一部を省略
してもよい。また、上記実施の形態１、２では、空調機３０は、給気フィルタ５１、給気
ファン５３、加湿部５４、排気フィルタ６１、及び排気ファン６２は、実施の形態１又は
実施の形態２で説明した設置位置に設置されていると説明したが、これに限られず、例え
ば、空調システムの制御方式に応じて設置位置を異ならせてもよい。
【００８２】
（除湿部について）
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　上記実施の形態１、２では、除湿部７０は、回転型の除湿装置を用いて構成されている
と説明したが、これに限られない。例えば、除湿部７０の給気室５０側の部分と除湿部７
０の排気室６０側の部分とをスライド移動により入れ替え可能な静止切替型の除湿装置を
用いて構成されてもよい。
【００８３】
（熱交換部について）
　上記実施の形態２では、熱交換部１１０は、全熱交換器を用いて構成されていると説明
したが、これに限られず、例えば、温度のみを交換する顕熱交換器を用いて構成されても
よい。
【００８４】
（空調処理について）
　上記実施の形態１、２では、冷房処理及び暖房処理が行われると説明したが、これに限
られない。例えば、制御装置の処理負荷を低減するために、暖房処理を省略してもよい。
なお、この場合には、冷却加熱部５２を冷却部に変更したり、又は加湿部５４を省略して
もよい。
【００８５】
　また、上記実施の形態１、２では、冷房処理においては、運転モードを、通常運転モー
ド、外気冷房運転モード、又はナイトパージ運転モードに設定できると説明したが、これ
に限られない。例えば、制御装置の処理負荷を低減するために、運転モードを通常運転モ
ードだけに設定できるようにしてもよい。なお、この場合には、外気冷房強化ファン８０
及び第３給気ダクトＳＤ３を省略してもよい。
【００８６】
（付記）
　付記１の空調システムは、空調対象空間の空調を行う空調システムであって、空調機と
、前記空調対象空間と連通する蓄熱空間であって、当該空調システムの外部又は前記空調
対象空間の内部に位置する熱源から放出された熱を蓄積する蓄熱空間と、を備え、前記空
調機は、当該空調システムの外部から取り入れた第１気体を前記空調対象空間に給気する
給気空間と、前記蓄熱空間から取り入れた第２気体であり当該蓄熱空間に蓄積された熱に
よって加熱された第２気体を当該空調システムの外部に排気する排気空間と、前記第１気
体の温度を調整するための温度調整手段と、前記給気空間及び前記排気空間にわたって設
けられた除湿手段であって、前記第１気体を除湿すると共に、前記第２気体に当該除湿手
段が晒されることにより当該除湿手段が再生可能な除湿手段と、を備えた。
【００８７】
　付記２の空調システムは、付記１に記載の空調システムにおいて、前記温度調整手段は
、前記給気空間及び前記排気空間にわたって設けられた熱交換手段であって、前記第１気
体及び前記第２気体に対して冷却又は加熱を行う熱交換手段を含み、前記熱交換手段によ
って熱交換された前記第１気体を前記除湿手段によって除湿することが可能であり、且つ
前記除湿手段を再生させた前記第２気体に対して前記熱交換手段によって熱交換すること
が可能な位置に、当該熱交換手段を配置した。
【００８８】
　付記３の空調システムは、付記１又は２に記載の空調システムにおいて、前記蓄熱空間
は、複数階を有する建物の内部空間のうち少なくとも２つ以上の階の内部空間を連通する
ことにより形成された吹き抜け空間を含む。
【００８９】
　付記４の空調システムは、付記３に記載の空調システムにおいて、前記吹き抜け空間の
上方に蓄積された熱によって加熱された前記第２気体により前記除湿手段を再生させるこ
とが可能となるように、当該吹き抜け空間の上方部分と前記排気空間とを相互に連通させ
た。
【００９０】
（付記の効果）
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　付記１に記載の空調システムによれば、空調機は、給気空間及び排気空間にわたって設
けられた除湿手段であって、空調システムの外部から取り入れた第１気体を除湿すると共
に、蓄熱空間から取り入れた第２気体に当該除湿手段が晒されることにより当該除湿手段
が再生可能な除湿手段と、を備えているので、蓄熱空間に蓄積された熱によって加熱され
た第２気体を利用して除湿手段を再生することができ、除湿手段を再生するための特殊な
再生熱源を別途設ける必要がないため、空調システムの設置コスト及びランニングコスト
を低減すること（すなわち、省エネ効果を高めること）が可能となる。
【００９１】
　付記２に記載の空調システムによれば、温度調整手段は、給気空間及び排気空間にわた
って設けられた熱交換手段を含み、熱交換手段によって熱交換された第１気体を除湿手段
によって除湿することが可能であり、且つ除湿手段を再生させた第２気体に対して熱交換
手段によって熱交換することが可能な位置に、当該熱交換手段を配置したので、空調機が
熱交換手段を備えたことで、空調対象空間を冷房する場合において、なお一層、省エネ化
を図りながら除湿手段を再生することが可能となる。特に、熱交換手段を上記設置位置に
設けたことで、省エネ化及び除湿手段の再生を効率良く行うことが可能となる。
【００９２】
　付記３に記載の空調システムによれば、蓄熱空間は、複数階を有する建物の内部空間の
うち少なくとも２つ以上の階の内部空間を連通することにより形成された吹き抜け空間を
含むので、吹き抜け空間に蓄積された熱によって加熱された第２気体を利用して除湿手段
を再生することができ、専用の蓄熱空間を設ける場合に比べて、空調システムの設置コス
トを一層低減することが可能となる。
【００９３】
　付記４に記載の空調システムによれば、吹き抜け空間の上方に蓄積された熱によって加
熱された第２気体により除湿手段を再生させることが可能となるように、当該吹き抜け空
間の上方部分と排気空間とを相互に連通させたので、吹き抜け空間の下方部分と排気空間
とを相互に連通させた場合に比べて、高温の第２気体に除湿手段を晒すことができ、除湿
手段を効果的に再生することが可能となる。
【符号の説明】
【００９４】
　１　空調システム
　２　建物
　１０　空調対象空間
　２０　蓄熱空間
　２１　採光窓
　２２　ライトシェルフ
　２３　採光フィルム
　３０　空調機
　４０　筐体
　４１　隔離壁
　５０　給気室
　５１　給気フィルタ
　５２　冷却加熱部
　５３　給気ファン
　５４　加湿部
　６０　排気室
　６１　排気フィルタ
　６２　排気ファン
　７０　除湿部
　８０　外気冷房強化ファン
　１００　空調システム
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　１１０　熱交換部
　ＣＤ　連結ダクト
　Ｄ１～Ｄ５　ダンパ
　ＥＤ１　第１排気ダクト
　ＥＤ２　第２排気ダクト
　ＥＤ３　第３排気ダクト
　ＥＤ４　第４排気ダクト
　ＥＤ１０　外部排気ダクト
　ＳＤ１　第１給気ダクト
　ＳＤ２　第２給気ダクト
　ＳＤ３　第３給気ダクト
　ＳＤ１０　外部給気ダクト
　ＳＬ　太陽光
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